
（注）省略の可否を判断するための過去の検査結果とは、過去１年間の水質検査結果のデータで判断する。省略後の検査で省略の判断基準を超えたときは毎年２回以上の検査になる （１年間）。

NO 省略可能の
項目である

毎日検査 毎月1回
以上検査

毎年２回以上検査

原水、水源及びその周辺の状況並び

に薬品等及び資機材等の使用状況を

勘案し、検査を行う必要がないことが

明らかであると認められる

省略

色、濁り、
残留塩素

細菌検査

塩化物イオン、

有機物、

ｐH、味、
臭気、色度、
濁度

YES

NO

◆群馬県小水道条例における水質検査頻度の判断フロー

硝酸態及び亜
硝酸態窒素、
シアン化物イオ
ン及び塩化シ
アン、

消毒副生成物

カビ臭物質
（ジェオスミン、
２－メチルイソ
ボルオネー
ル）

それ以外の省

略できる
水質基準
項目（PFOS及
びPFOAは除
く）

省略不可の項目

省略可能の項目

YES

省略の場合も水
質の変化がない
ことを確認する
ため、5年に1回
以上検査する

過去の水質検査結果が

基準の1/10以下

YES

過去の水質検査結果が基準

の1/2以下

５年に１回以上

湖沼等の停滞水源

でない

YES

NO

NO

NO

YES

スタート

ペルフルオロ（オクタン－１－
スルホン酸）（別名ＰＦＯＳ）及
びペルフルオロオクタン酸（別
名ＰＦＯＡ）

過去の水質検査結果が基準

の1/５以下

NO

過去の水質検査結果が基

準の1/10以下

YES

２年に１回以上

NO

YES


